
 

Washington D.C. Representative Office 

 

 

1 

Washington D.C. Political and Economic Report 
 

Masaharu Takenaka   竹中 正治 

ワシントン駐在員事務所 所長 

(202)463-0477, mtakenaka@us.mufg.co.jp 

2006 年 2 月 27 日 

ワシントン情報 ( 2006 / No.013 ) 

メディカル・クラウディングアウト 

～米国の増加する医療コストと医療システム改革～ 

 

公的医療保険を管理する Centers for Medicare &Medicaid Services（CMS）は 22 日、 米国の医

療支出の見通しに関する報告書を発表1。同報告書によると、現状のままでは米国の医療支出

は増加の一途を辿り、2015 年までに総額でほぼ倍増し、GDP の 20％を占めるものと予想さ

れる。米大統領経済諮問委員会（CEA）が 13 日に発表した経済白書によると、過去 10 年間

において米国民一人あたりの医療支出は実質で 44％上昇した2。同経済白書は医療コスト高

騰の原因として、技術革新などによる医療サービスの質の向上や高齢化の他に、医療サービ

ス部門における市場メカニズムの機能麻痺を挙げ、増大する医療コストが家計や企業、州・

連邦政府の財政を圧迫している現状を指摘している。こうした状況は、「メディカル・クラ

ウディングアウト」と呼ばれ始めて折、政策関係者にとって大きな課題となりつつある。

CMS の医療支出関連報告書、及び Bush 政権の医療システム改革案の概要、本件に関する当

地専門家の意見を紹介する。 

 

【GDP 比で他先進国の 2 倍、増加の一途を辿る米国の医療コスト：CMS 報告書】 

米国の医療支出が GDP に占める割合は 1960 年にはわずか 5%であったが、技術革新や人口高

齢化により医療費の高騰が進み、2004 年にはこの割合は 16％ に達した（2.1 兆ドル）。この

GDP 比率は日本や主要 EU 諸国の約 2 倍である。CMS の報告書によると、2005 年には米国の

医療支出は GDP の 16.2％、2006 年には GDP の 16.5％に達し、現状のままだと 2015 年まで

に総額でほぼ倍増し（4 兆ドル）、GDP の 20％に達すると予想される（表 1、2）。（経済白

書では、この割合が 2025 年までに 22％に達すると予想されている。） 

 

同報告書は医療支出の年増加率が 2002 年以来やや鈍化し、2006 年は 7.3％、来年には 7％ま

で減尐する見通しを示した。しかし処方箋薬の支出は今後 10 年間で毎年平均 8.2％の割合で

増加し続ける見通しで、この先 10 年の間、医療支出は GDP 伸び率を大幅に上回るペースで

増加するものとみている。また医療支出全体の伸び率は 2008 年以降再び 7.5％程度まで増加

し、2002 年以降の伸び率の減速は一時的なものに過ぎないとの判断を示した。 

 

                                                           
1
  Health Affairs, Health Spending Projections Through 2015: Changes On The Horizon, February 22, 2006. 

http://content.healthaffairs.org/cgi/reprint/hlthaff.25.w61v1 
2
  Council of Economic Advisors, Economic Report of the President, February 13, 2006. 

http://www.whitehouse.gov/cea/erp06.pdf 

http://content.healthaffairs.org/cgi/reprint/hlthaff.25.w61v1
http://www.whitehouse.gov/cea/erp06.pdf
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表 3 は GDP に占める医療支出の割合と、政府・民間負担分を表したものである。1965 年に

は医療支出の政府負担割合は 25％であったが、公的医療保険プログラム（高齢者向けのメデ

ィケア、低所得者向けのメディケイド）の拡大により、この割合は 2004 年には 45％を超え

た。加えて 2005 年に成立したメディケア改革法により、高齢者の処方箋がメディケアでカバ

ーされるようになったため、政府負担の医療支出伸び率は 2005 年には 8％、2006 年には

11.8％ と著しく増加するものと予想されている。 

 

【Bush 政権の医療システム改革案】 

Bush 政権は 15 日、医療システムの改革案を発表3。「21 世紀に向けてのヘルスケア改革」と

題する同改革案によると、医療支出増加の大きな原因は、過去数十年間にわたり保険加入者

の医療コストの自己負担分が縮小された結果、市場メカニズムが働かなくなったことにある

と指摘。すなわち米国では雇用主が医療保険を提供するケースが一般化し、かつては 55％程

度であった保険加入者の医療費自己負担分は、近年では 15％程度まで縮小した。自己負担分

が減尐したために、国民の医療コストに対する価格意識が薄れ、十分に価格を考慮して選択

しなくなったことが医療コストの拡大につながったと認識している。 

 

こうした観点から Bush 政権が今回発表した改革案は、医療システムに市場メカニズムを取り

戻すことによって、医療費の膨張を抑制することに焦点を置いている。すなわち税額控除の

拡大により、国民に自己負担での支払いを促すことで、増大する企業などの医療費負担を抑

制することを目的としている。同プロポーザルの概要は以下の通り。 

 

 個人で医療保険を購入する際の税控除（個人の保険購入を促進） 

現行制度の下では、雇用主を通じて医療保険を購入した場合のみ、雇用主はそのコストにつ

いて税控除を受けられ、個人で保険を購入した場合、税制上の恩恵は受けられない。従って、

既存の健康預金口座（HSAs）などを通じて、個人で医療保険を購入する場合にも同様の税控

除が受けられるようにする。 

 

 医療費自己負担分の税控除 

健康預金口座（HSAs）を通じて、医療費の保険でカバーされない部分（保険免責分、Co- 

payment など）を税控除の対象にする。現行税制では、医療コストが調整済み総所得の 7.5%

を超えた場合にのみ税控除が認められている。Bush 政権は国民が雇用主を通じて、無税で健

康預金口座に医療費を積み立て、医療費の支払い時に同口座から拠出することが出来るよう

提案している。 

 

 失業・転職後の医療保険の継続 

雇用主を通じて保険に加入している場合、失業や転職しても、保険料の増加なしに医療保険

の加入を継続できる制度を構築する。上述の通り米国人の大部分（60％以上）は企業が提供

している医療保険に加入しているが、1985 年制定の Consolidated Omnibus Budget 

Reconciliation Act（COBRA）に基づき、失業あるいは転職した場合でも、企業を通して加入
                                                           
3
  The White House, Reforming Health Care for 21

st
 Century, February 15, 2005. 

http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2006/healthcare/healthcare_booklet.pdf 

http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2006/healthcare/healthcare_booklet.pdf
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していた医療保険を通常 18 カ月間継続することが出来る。しかしその場合は、企業側が費用

負担をやめるので、離職者は全ての保険料負担をしなければならず、重い負担となる。 

改革案は「ポータブル医療保険プラン」の導入により、転職しても（失っても）同じ保険に

同じ保険料で加入を継続できるようにする。その際の保険料は税控除対象とし、雇用主は新

たに採用した従業員が既に加入している保険のコストを負担することも出来るようにする。 

 

 保険の州間取引を合法化 

現行制度の下では医療保険は州毎に規制されており、他州で提供されている医療保険を購入

することは出来ない。このような州毎の規制障壁をなくすことで、消費者の医療保険購入の

選択肢は広がり、医療保険市場の競争を活発化する。 

 

 中小企業向け「業界医療保険プラン」 

従業員に医療保険を提供できない、あるいはしない中小企業も多く、これらの従業員やその

家族の中には自分たちで保険を購入するか、あるいは無保険者になるしかない。こうした問

題に対して、改革案は中小企業が共同で従業員に医療保険を提供できるように「業界医療保

険プラン（AHPs）」の導入を提案。下院議会は既に AHPs の導入に向けて法案を可決してお

り、上院での採決が待たれている。 

 

 医療訴訟改革（medical liability reform） 

近年の医療訴訟増加の結果、医者が患者らの訴訟に備えて支払う医療責任保険料は高騰した

と指摘。また医者はこのような医療訴訟への恐れから、自己防衛のために過剰な検査を行っ

たりするようになったと認識。改革案は、重要度の低い医療訴訟を削減し、医療訴訟のシス

テムを改革することを狙っている。 

 

【Bush 政権の改革案に対する専門家の意見】 

ブルッキングス研究所は 24 日、米国の医療システム改革に関するセミナーを開催。CEA の

Katherine Baicker 氏が医療コスト高騰の原因や Bush 政権の改革案などについて講演を行った。

パネリストとして参加した Heritage Foundation の Stuart Butler 氏は、改革案は国民全体の医療

支出の削減というマクロ的問題に対して、個人の消費行動パターンに変化を起こすことを狙

った点は興味深いが、改革案が全体の医療コストの削減につながるほどのインパクトをもた

らすかについては疑問とコメント。また医療コストを税控除の対象にするのは富裕層寄りの

税制優遇措置になり、結果的に財政コストの増加（税収の減尐）になると指摘。結論として

国民に対して一人当り共通の金額を提供する Tax Credit 方式の平等な税制優遇措置を取った

ほうが望ましいと述べた。また American Institute of Research の Marilyn Moon 氏は Bush 政権

の改革案は、低所得者にとってはむしろ不利であり、仮に医療サービスの価格や選択肢につ

いて十分な情報を提供されるようになっても、それが消費者の行動を大きく変えるほどの影

響を与えるとは思えないとして、批判的な立場を示した。 

 

【高免責額医療保険の推進】 

今回の改革案には含まれていないが、医療システム改革に向けての Bush 政権が推進している

もうひとつの解決策として、高免責額医療保険プラン（HDHPs）がある。HDHPs とは保険免
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責額を通常より高く（年間 1000～2000 ドル）設定する代わりに、保険料が安い医療保険プラ

ンのことである。年間で一定の免責額に達するまでは患者は医療費の全額を負担することに

なる。Bush 政権の考え方は、患者（消費者）が一定範囲の医療費支払い責任を持つことで、

より賢明な選択を行うという「消費者主義（Consumerism）」に基づいている。しかし

HDHPs に対する批判として、患者が免責額内での医療費を払いたくない、あるいは払えない

がために、必要な医療サービスを受けず、そのために早期発見が遅れてしまう危険が指摘さ

れている。また慢性病の患者にとっては結果的に毎年規定の免責額を払うことになり、不利

であるとも指摘されている。 

 

【混迷が続く米国医療制度の未来】 

日本や主要 EU 諸国は、国民皆保険制度の下に、診療報酬や薬価を政府が管理している。一

方、米国の医療制度は自己責任、個人主義的な社会・文化基盤を背景に現在のような形態を

とっていると一般に解されている。確かに米国の高度医療技術は莫大な R&D に支えられて、

世界一の水準にある。しかし GDP 比で既に他先進国の 2 倍の医療支出は更に増加の一途にあ

り、政府と家計の重荷として強く意識され始めている。また米国の医療が全ての点で世界ト

ップではないこと、医療機関や薬剤メーカーが桁外れの高収益セクターである一方で 45 百万

人もの無医療保険者を抱えていることなどの問題も強く意識されている。 

 

日本的な医療制度は、混合診療のように政府がサービスと価格を管理しない患者の選択でき

る部分を一定範囲内で認めることで柔軟性を増すことができるだろう。一方、Bush 政権の改

革案は患者の自己責任原則と選択を徹底させることで医療制度の効率化を実現しようとして

いる。しかし、そもそも医療サービスという医者と患者の間に極めて大きな情報格差（情報

の非対称性）がある分野においては、市場メカニズムの有効性について、限定的に考えるべ

きであるとの指摘が米国のエコノミストからも出ている。米国医療制度改革を巡って、今後

も混迷が続くと予想される。 

 

（担当：松村詩子） 

（e-mail address：umatsumura@us.mufg.jp） 

以下の当行ホームページで過去20件のレポートがご覧になれます。 

https://reports.us.bk.mufg.jp /portal/site/menuitem.bd427fa51df4c80526345b1035ca16a0/ 
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（表 1）米国の医療支出と GDP に占める割合 
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（表 2）米国の医療支出伸び率と GDP 伸び率との比較 
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（表 3）医療支出の GDP に占める割合と民間・政府負担分 
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